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医療DXの推進に関する工程表（概要）

○ 2024年秋に健康保険証を廃止する

○ 2023年度中に生活保護（医療扶助）でのオンライン資格確認の導入

マイナンバーカードの健康保険証の一体化の加速等

○ オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築
○ 2024年度中の電子処方箋の普及に努めるとともに、電子カルテ情報共有サービス（仮称）を構築し、共有する情報を拡大
○ 併せて、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係るマイナンバーカードを利用した情

報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応
○ 2024年度中に、自治体の実施事業に係る手続きの際に必要な診断書等について、電子による提出を実現
○ 民間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケースの創出支援
○ 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用について、そのデータ提供の方針、
信頼性確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、
2023年度中に検討体制を構築

全国医療情報プラットフォームの構築

○ 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国民のさらなる健康増進、
②切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、⑤医療情報の
二次利用の環境整備の5点の実現を目指していく

○ サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活用していくことにより、
より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国民一人一人が安心して、健康で豊かな生活を送れるようになる

基本的な考え方

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６月２日）
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医療DXの推進に関する工程表（概要）

○ 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇生処置等の関連情報や歯科・看護
等の領域における関連情報について、共有を目指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時に有用な情報等の拡充を進めるとと
もに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧できる仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要な標
準規格への対応等を検討

○ 標準型電子カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を行い、2024年度中に開発に着手。電子カルテ
未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有のために必要な支援策の検討

○ 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す

○ 2024年度に医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ及びそれを活用した電子点数表を改善・提供して共通コストを削
減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した
標準型レセコンや標準型電子カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改革し、医療機関等の
間接コストを極小化

○ 診療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて
検討

電子カルテ情報の標準化等

診療報酬改定DX

○ 社会保険診療報酬支払基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組
○ 具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等
 について速やかに検討し、必要な措置を講ずる

医療DXの実施主体

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６月２日）
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医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕

2026年度～
（令和8年度～）

2025年度
（令和7年度）

2024年度
（令和6年度）

2023年度
（令和5年度）

マイナンバーカードと健康
保険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・自治体が実施する介護、予
防接種、母子保健等の事業の
手続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX
〔医療機関等システムのモダ
ンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

医療機関・ベンダの負担軽減

医療機関・ベンダの更なる負担軽減
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救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大
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全国医療情報プラットフォームの概要

医療情報基盤 介護情報基盤
電子処方箋管理サービス

電子カルテ情報共有サービス

医療機関・薬局

医療保険者

救急隊

電子カルテ
レセコン等

保険者業務
システム等

介護事業所

介護業務
ソフト等

自治体・保健所

健康管理
システム等

特定健診等データ収集/管理システム

オンライン資格確認等システム

オンライン資格確認システム

資格情報

特定健診等情報

薬剤情報
(レセプト)

医療費情報
(レセプト)

*カルテ情報

異なる領域の基盤間連
携

専用
アプリ

行政職員・研究者

解析ソフト等

医療情報基盤

国民

行政・自治体情報基盤

マイナ
ポータル

異なる領域の基盤間連
携

※システム詳細検討中

H

科学的介護情報システム(LIFE)

介護情報基盤

要介護認定情報

LIFE情報

ケアプラン

介護情報
（レセプト）

※連携方法検討中

オンライン資格確認システム

医療情報閲覧機能

救急時医療情報閲覧機能

診療情報
(レセプト)

同意情報

*傷病名、アレルギー、薬剤禁忌
感染症、検査情報、処方情報

※システム詳細検討中

医療保険者等向け中間サーバー

マイナ
ポータル

介護保険者

介護保険
システム等

資格情報

※共有する介護情報については検討中

PMH(Public Medical Hub)

公費助成情報

母子保健

予防接種

処方・調剤情報

紹介状・退院時サマリ等

ケアプランデータ連携システム

ADL等

民間のヘルスケアサービス等❹二次利用基盤

履歴照会・回答システム

医療・介護データ等の解析基盤(HIC)
DPC

がん登録

予防接種感染症

指定難病 小児慢性
特定疾病

介護DBNDB

障害福祉※匿名化識別IDを付与するシステム etc...

DPC

がん登録

介護DBNDB

小児慢性
特定疾病がん登録

ライフログ等

自治体等向け中間サーバー

自治体検診
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医療DXに関する政府の動き

令和4年6月7日 経済財政運営と改革の基本方針2022

「全国医療情報プラットフォーム143の創設」、「電子カルテ情報の標準化等144」及び「診療報酬改定ＤＸ」145の取組を行政

と関係業界146が一丸となって進めるとともに、医療情報の利活用について法制上の措置等を講ずる。そのため、政府に総理

を本部長とし関係閣僚により構成される「医療ＤＸ推進本部（仮称）」を設置する。

令和4年9月 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム 第1回開催

令和4年10月 医療DX推進本部 第1回開催

（この間「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チームを2回開催）」）

令和5年6月2日 医療DX推進本部 第2回開催 【医療DXの推進に関する工程表】策定

（この間「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チームを3回開催）

令和7年 通常国会 関連法案の提出

臨時国会 関連法案 可決成立
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１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】

①-1 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。

①-2 厚生労働大臣は５疾病・６事業・在宅医療に関し、目標設定・取組・評価が総合的に推進されるよう都道府県に必要な助言を行う。＊
①-3 都道府県は病床数の削減を支援する事業を行える（削減したときは基準病床数を削減）ほか、国は予算内で当該事業の費用を負担する。＊
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】

① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。

② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】

①-1 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等を実現し＊ 、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
①-2 2030年末までに電子カルテの普及率約100％を達成するよう、医療機関業務の電子化（クラウド技術等の活用を含む）を実現する。＊
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

４．その他（検討規定）＊
①外来医師過多区域での新たな診療所開設の在り方、②医師手当事業に関して保険者等が意見を述べられる仕組みの構築、
③介護・福祉従事者の適切な処遇の確保

医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第87号）の概要

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は公布日（１①-2及び①-3並びに４②及び③）、令和８年４月１日（１②、２①の一部、②及び③並びに４①）、令和
８年10月１日（１①-1の一部）、公布後１年以内に政令で定める日（３①-1の一部及び①-2）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後
２年以内に政令で定める日（１③及び３③の一部）、公布後３年以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①-1の一部及び３②）等）

施行期日

改正の概要

等

このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構
想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

＊を付した事項は衆議院による修正部分（概要）

令和７年12月12日公布
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（参考）電子カルテシステムの普及状況の推移

一般診療所
（※２）

病床規模別
一般病院

（※１）
200床未満200～399床400床以上

14.7 ％
（14,602／99,083）

8.9 ％
（500／5,614）

22.7 ％
（313／1,380）

38.8 ％
（279／720）

14.2 ％
（1,092／7,714）

平成 20年

21.2 ％
（20,797／98,004）

14.4 ％
（779／5,393）

33.4 ％
（440／1,317）

57.3 ％
（401／700）

21.9 ％
（1,620／7,410）

平成 23年
（※３）

35.0 ％
（35,178／100,461）

24.4 ％
（1,310／5,376）

50.9 ％
（682／1,340）

77.5 ％
（550／710）

34.2 ％
（2,542／7,426）

平成26年

41.6 ％
（42,167／101,471）

37.0 ％
（1,965／5,315）

64.9 ％
（864／1,332）

85.4 ％
（603／706）

46.7 ％
（3,432／7,353）

平成 29年

49.9 ％
（51,199／102,612）

48.8 ％
（2,572／5,270）

74.8 ％
（928／1,241）

91.2 ％
（609／668）

57.2 ％
（4,109／7,179）

令和 2年

55.0 ％
（57,662／104,894）

59.0 ％
（3,073／5,208）

79.2 ％
（956／1,207）

93.7 ％
（609／650）

65.6 ％
（4,638／7,065）

令和 5年

出典：医療施設調査（厚生労働省）

【注 釈】
（※１） 一般病院とは、病院のうち、精神科病床のみを有する病院及び結核病床のみを有する病院を除いたものをいう。
（※２） 一般診療所とは、診療所のうち歯科医業のみを行う診療所を除いたものをいう。
（※３） 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。

資料３
第６回「医療DX令和ビジョン
2030」厚生労働省推進チーム

令和７年１月22日
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診療所
（約10.5万施設）

病院
（８千施設）

診療所向け電子カルテ
の標準仕様の策定

（R7年度中）

標準型電子カルテの
開発（R8年度完成）

病院向け電子カルテ
の標準仕様、部門シス
テムとの連携仕様の
策定（R7年度中）

↓
民間ベンダーによる
標準仕様に即した
電子カルテの開発
（R8年度～）

↓
小規模病院等から
から段階的普及

未導入の
診療所

オンプレの
診療所

中小規模
の病院

（200床未満）
未導入

オンプレ

大規模な
病院 標準仕様に即した製品の拡充

大規模な病院への段階的な拡大

・約45％が電子
カルテ未導入

・ここ数年で、
クラウドネイ
ティブの電子
カルテベンダ
ーのシェアが
拡大している

・200床未満の
病院の約40％
が電子カルテ
未導入

・小規模病院を
中心に、クラ
ウドネイティブ
の電子カルテが
普及し始めて
いる

約4.7万

約３千

電子カルテシステムの普及に向けた取組の全体像

（注）クラウドネイティブ：クラウドの特性・メリットを最大限に活用するために、クラウド上で動作することを前提として設計・開発されたシステム。特に、ここでは、電子カルテの中でも「マイクロサービス(アプリケーション最小化)」、「スケーラビリティ
(拡張性)」、「マルチテナント型(同一のサービスを複数のユーザーで共同利用する)」等のようなモダンな技術や設計思想を取り入れて構築された製品を指す。

●「遅くとも2030年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目
指す」（2023.6.2 医療ＤＸ推進本部、医療 DX の推進に関する工程表）。

● カスタマイズされたオンプレ型電子カルテから、クラウドネイティブ・廉価なものに移行を図る方針。（注）

● 2026年夏までに、電子カルテ／電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画を策定する予定。

約4.7万

約２千

標準仕様に即した低価格のクラウド
型電子カルテの普及促進

※標準仕様では電子カルテ共有サービス
等の対応を要件とする予定。

標準型電子カルテ(導入版)の普及

クラウドネイティブ
電カルの診療所

約１万

注）現状、病院向けにクラウド型電子
カルテを提供しているベンダーが
限られている。

標準仕様に即した低価格のクラウド
型電子カルテの普及促進

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10 日（水）） 資料２
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電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及について

2028年度
（R10 ）～

2027年度(R9)2026年度(R8)2025年度(R7)

1-310-127-94-61-310-127-94-6

オンプレミス型
（～約4.7万）電子カルテ

導入済
（57,662）

൧
௜
ਚ

クラウド型
（約1万～）

電子カルテ未導入
（47,232）

電子カルテ導入済
（4,638）

୰
੹

電子カルテ未導入

クラウド・ネイティブ型

厚労省・デジタル庁の取組新たなシステムの導入・開発・普及

標準仕様（医科診療所）策定
▽標準仕様1.0版

開発準備・開発 普及
開発準備・開発 普及

▽骨子

標準型電子カルテの開発・改良 普及

モデル事業
改善事項の取り込み ▽完成

標準仕様（基本要件）策定
開発準備・開発（R８年度以降）

標準仕様詳細化

次期システム更改時に、システム改修（電子カルテ共有／電子処方箋対応）

医療情報化支援基金による補助

順次、電子カルテ共有／電子処方箋対応へのアップデート 標準仕様に準拠したクラウド
型システムに移行

現行のオンプレ型システムのまま 次回システム更改時に、標
準仕様に準拠したクラウド
型システムに移行

クラウド・
ネイティブ
型システム

現行システムの改修等

クラウド・
ネイティブ
型システム

電カル・共有サービス
普及計画の策定
(2026夏)

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10 日（水）） 資料２

10



電子カルテ情報共有サービスの概要

11

自宅等

全国の医療機関等

マイナ
ポータル

国民

閲覧受付

閲覧 わたしの情報

マイナンバー
カード

顔認証付きカードリーダー 医師等

医療保険者
閲覧

職員等

閲
覧
可

電子カルテ

文書・情報登録

患者 医師等

医療機関
支払基金

電子カルテ情報共有サービス
臨床情報

臨床情報

健診結果
報告書

診療情報提供書・
退院時サマリー

取得・閲覧保存管理登録

閲覧同意
健診結果
報告書

健診結果
報告書

診療情報提供書・
退院時サマリー

共有する電子カルテ情報の詳細
・退院時サマリーは診療情報提供書に添付①診療情報提供書

②退院時サマリー
文書情報
（３文書）

・特定健診 ・後期高齢者健診
・事業主健診 ・学校職員健診
・その他健診

③健診結果報告書

①検査(救急、生活習慣病に関する項目)
②感染症 ③処方 ④傷病名
⑤薬剤アレルギー等 ⑥その他アレルギー等

臨床情報（６情報）

オンライン資格確認等システム

臨床情報
健診結果
報告書

○ 全国の医療機関等において、電子カルテ情報を共有・閲覧することができるようにするサービス。
・ 医療機関間で診療情報提供書や検査結果等を電子的に共有。
・ 医療機関から医療保険者に健診結果報告書の情報を提供。
・ 患者が自身のマイナポータルで健診結果報告書等の情報を閲覧。

※ 全国10地域でモデル事業を実施中。

制度の概要

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年12月10 日（水）） 資料1
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千葉県
千葉大学医学部附属病院

千葉メディカルセンター
千葉中央メディカルセンター

柏戸病院
稲毛病院

茨城県
水戸済生会総合病院

日立総合病院
水府病院

志村大宮病院

静岡県
浜松医科大学医学部附属病院

浜松医療センター
中東遠総合医療センター

藤枝市立総合病院
焼津市立総合病院

聖隷浜松病院

山形県
日本海総合病院

本間病院

石川県
加賀市医療センター
金沢大学附属病院
うわだな小児科医院

加賀たちばな元気クリニック

愛知県
藤田医科大学病院

藤田医科大学 ばんたね病院
藤田医科大学 七栗記念病院＊
藤田医科大学 岡崎医療センター

豊田地域医療センター

三重県
三重大学医学部附属病院
桑名市総合医療センター

永井病院

奈良県
南奈良総合医療セン

ター
吉野病院
五條病院
南和病院

秋津鴻池病院

宮崎県
宮崎大学医学部附属病院

潤和会記念病院
JCHO宮崎江南病院
都城市郡医師会病院

北海道
函館医療センター

高橋病院
森町国民健康保険病院

＊三重県

令和７年２月からモデル事業を順次開始。現在、10地域でモデル事業を実施中。（９地域22医療機関で運用開始済）

システムのみならず現場の運用・業務フロー等について検証を行っている。

青字：運用開始

黒字：運用未開始

モデル事業参加医療機関 (予定含む ) ※令和７年１２月８日時点 第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年12月10 日（水）） 資料1
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モデル事業の進捗報告

○ 臨床情報（６情報）と文書情報（３文書）について、臨床情報と文書情報では検証項
目が異なるため、令和７年２月のモデル事業開始後、臨床情報の登録から検証を開始
したところ。

○ 医療機関や電子カルテによって違いはあるものの、臨床情報の登録に当たって課題が
複数発生しており、その原因特定、解決が必要な状況。

（注）令和７年夏頃をピークに、登録に関する課題は減少傾向にある。

○ 今後、情報を登録する医療機関と閲覧する医療機関の両者の改修を行った地域から、
閲覧の検証も開始予定。登録、閲覧双方について課題の把握・解消を図るとともに、
医療現場の運用フローの検証も必要となる見込み。

○ 文書情報についても、今後臨床情報の検証と並行して検証準備ができた地域から実証
を行う予定で準備を進めている。

現状と主な課題

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年12月10 日（水）） 資料1
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電子カルテ情報共有サービスの今後の対応方針

令和９年度令和８年度令和７年度

76543211211109876543211211

改修内容検討 調
達 電子カルテ情報共有サービス改修

【スケジュール】

支払基金 改修終了

検証集中的な検証にご協力いただける地

域調整 改修内容検討 電子カルテ改修

【今後の対応方針】

• 全国での運用開始に向け、現在モデル事業で確認されている課題への対応を行う必要がある。

• モデル事業で明らかになった課題への対応を行うためには、電子カルテ情報共有サービス、対応す
る電子カルテ両者のシステムに一部改修を加えた上で、改めてシステムの動作確認、現場運用の検
証を行うことが想定される。改修後に改めて検証にご協力いただく地域を選定し、検証を行うこと
とする。

• この検証を経て、致命的な課題がないことを確認の上、３文書６情報のうち臨床現場で支障なく運
用が可能な文書・情報から、来年度（令和８年度）の冬頃をメドに全国で利用可能な状態にするこ
と（運用開始）を目指す。

診療報酬改定対応の改修

全国で運用開始

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年12月10 日（水）） 資料1
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2021年4月1日
医療分野におけるサイバーセキュリティ対策
について



医療機関の管理者が遵守するべき事項への位置づけ

医療法施行規則を改正し、医療機関の管理者が遵守するべき事項にサイバーセキュリティの確保を位置づけるとと

もに、医療法第25条第１項に規定に基づく立入検査要綱の項目にサイバーセキュリティ確保のための取組状況を追加。

○ 医療法施行規則第14条第２項を新設し、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項として、
サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを追加する。

○ 令和５年３月10日公布、４月１日施行済

○ 「必要な措置」としては、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（以下「安全
管理ガイドライン」という。）を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ対策全般に
ついて適切な対応を行うこととする。

○ 安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事項については、
厚生労働省においてチェックリストを作成し、各医療機関で確認できる仕組みとする。

○ また、医療法第25条第１項に規定に基づく立入検査要綱の項目に、サイバーセキュリティ確保のための
取組状況を位置づける。

改正概要・対応の方向性

◎医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）

第十四条 （略）
２ 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセ

キュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュ
リティをいう。）を確保するために必要な措置を講じなければならない。

※ 下線部を新設。
16



医療機関・薬局のサイバーセキュリティについて

第十四条 病院又は診療所の管理者はその病院又は
診療所に存する医薬品、再生医療等製品及び用具
につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよ
う必要な注意をしなければならない。

医療法施行規則の改正
（2023/4/1施行）

第十四条 病院又は診療所の管理者はその病院又は
診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等
製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しな
いよう必要な注意をしなければならない。

２ 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提
供に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイ
バーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法
（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定する
サイバーセキュリティをいう。）の確保のために
必要な措置を講じなければならない。

（薬局の管理者の業務及び遵守事項）
第十一条（略）
２ 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおり

とする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤

務する薬剤師その他の従業者を監督し、その他その薬局の業務
につき、必要な注意をすること。

二 （略）

（薬局の管理者の業務及び遵守事項）
第十一条（略）
２ 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおり

とする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤

務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及
び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイ
バーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六
年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュリティをい
う。）の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業
務につき、必要な注意をすること。

二 （略）

薬機法施行規則の改正
（2023/4/1施行）

17



医療法に基づく立入検査の概要

・病院、診療所等が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は
指導等を通じ改善を図ることにより、病院、診療所等を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとする。

立入検査の目的

・医療法第２５条第１項による立入検査 ・・・ 各病院、診療所等に対し、都道府県等が実施
・医療法第２５条第３項による立入検査 ・・・ 特定機能病院等に対し、国が実施

立入検査の実施主体

○病院管理状況
➣カルテ、処方箋等の管理、保存 ➣届出、許可事項等法令の遵守 ➣患者入院状況、新生児管理等 ➣医薬品等の管理、職員の健康管理
➣安全管理の体制確保 等

○人員配置の状況
➣医師、看護婦等について標準数と現員との不足をチェック

○構造設備、清潔の状況
➣診察室、手術室、検査施設等 ➣給水施設、給食施設等 ➣院内感染対策、防災対策 ➣廃棄物処理、放射線管理 等

主な検査項目

厚
生
労
働
省 地方厚生（支）局

（８ブロック）

都道府県

保健所設置市 等 保健所

病院（原則毎年）
有床診療所（概ね３年に１度）
無床診療所・助産所（随時）

特定機能病院（原則毎年）

臨床研究中核病院（原則毎年）
・立入検査、改善指導の実施

・検査実施について助言

・立入検査結果の把握、集計

18



令和7年度版 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

【追加項目】

・パスワードの桁数の規定、使い回しの禁止

・USBストレージ等の外部接続機器に対しての接続制限

・二要素認証の実装（令和９年度実装に向けた対応）

・運用管理規程等の整備

【その他修正】

・アクセス利用権限の設定について、管理者権限の対象者を明確化しているかを注記

・セキュリティパッチの項目等、端末PC・サーバ・ネットワーク機器等それぞれに求め

ていた項目を「医療情報システム全般」についての質問へ統合

※各項目の詳細についてはサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル等を適宜修正記載する。

・厚生労働省においては、令和５年４月から、医療法に基づく医療機関に対する立入検査に、サイ
バーセキュリティ対策の項目を位置付けており、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
から特に取り組むべき重要な項目を「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」
等により示している。（薬局については、同様に、薬機法施行規則を改正して対応）

・一部内容を改定し、令和７年度版医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト
及びサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアルを発出する予定。

主な修正点（案）

第24回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ＷＧ 資料2-1
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令和7年度版 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

※薬局用・事業者確認用においても同様に改訂
※目標日・備考欄を省略して表示

第24回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ＷＧ 資料2-1

20



病院における主なランサム攻撃の事例

中・大規模病院は多数の部門システムで構成されており、外部ネットワークとの接続点

が網羅的に把握できていないことが研究*でも指摘されている。

*厚生労働科学研究費補助金

「医療分野の情報化の推進に伴う医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策のあり方に関する調査研究（令和3-4年度, 研究代表者：近藤博史）」

外部ネットワークとの接続点が網羅的に把握できていないため、ネットワーク機器の

脆弱性の管理や監視機器の効果的な導入が困難。

推測しやすいパスワードやパスワードの使い回しによって、攻撃者がネットワークに侵入後

容易に水平展開が可能となっている。

攻撃経路等医療機関の役割等病床医療機関名都道府県発生

外部ネットワークとの接続点（保守用VPN
装置）の脆弱性の放置等

災害拠点病院
へき地医療拠点病院

120床
(2021.10時点）

つるぎ町立
半田病院

徳島県
2021年

10月

外部委託業者（給食事業者）のシステム接
続点（リモートデスクトップ）からの侵入等

基幹災害拠点病院
高度救命救急センター

ほか
865床

大阪急性期･
総合医療センター

大阪府
2022年

10月

外部ネットワークとの接続点（保守用VPN
装置）の脆弱性の放置等

精神科救急医療施設
応急入院指定病院

ほか
255床

岡山県精神科医療セ
ンター

岡山県
2024年

5月
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医療機関におけるサイバーセキュリティ対策に関する調査研究結果

主な結果・課題調査内容主な調査

・情報資産台帳等で把握されていない
情報機器及び外部接続部が存在。

・下記2パターンがあり
①外部接続部が数カ所に集約化
②検査機器毎の保守回線等、
外部接続点が多数

医療機関ごとの状況は様々である。
（外部接続部：７～47カ所/医療機関）

医療機関におけるネットワーク構成図等の
情報資産やバックアップ整備状況
に関する現地調査

※実施期間：令和４年１月～３月
※調査対象：11医療機関
※各医療機関の病床規模
~199床：3、200～399床：2、400床～：６

医療機関の
サイバーセキュリティ
確保に関する現地調査

・多くの院内ネットワークが異なった
ベンダーにより形成されており
全体図を俯瞰的に把握できていない。

・バックアップ接続時の設定が
適切になされていない。

・ネットワークセキュリティのための
必要最低限の設定がなされていない。

・インシデント発生時に対応できる
人材の不足。

サイバーセキュリティ対策の実施状況や
施設内の運用規程の有無、
インシデント発生時の対応方法等
に関するアンケート調査

※実施期間：令和４年9月～11月
※調査対象：日本病院会会員2489会員

（回答数581会員、回答率23%）

医療機関の
サイバーセキュリティ
に関する意識調査

第19回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ＷＧ 資料2-2

*厚生労働科学研究費補助金
「医療分野の情報化の推進に伴う医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策のあり方に関する調査研究（令和3-4年度, 研究代表者：近藤博史）」
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医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業

• 医療機関の医療情報システムがランサムウェアに感染すると、診療の一部を長時間休止せざるを得なくなることから、医
療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題となっている。

• そのため、医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保を行う。

• 厚生労働省では、全ての外部ネットワーク接続点を確認することを求めているが、中・大規模病院は多数の部門システ
ムで構成されているため、各システムを提供する事業者と個別に連携しても、全てのネットワーク接続を俯瞰的に把握
することは困難である可能性がある。

• また、ランサムウェア対策にはオフライン・バックアップが有効であることを踏まえ、厚生労働省ではオフライン・
バックアップ整備を求めている。

• 医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、外部ネットワークとの接続の安全性の検証・検査や、オ
フライン・バックアップ体制の整備を支援する。
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外部ネットワーク接続の俯瞰的把握、安全性の検証・調査
（進め方） 事業概要

病
院

委
託
業
者

現地調査班

調査結果の分析
各ネットワーク・端末状況精査

病院向け
レポート

必要に応じて追加ヒアリ
ング（オンライン）

委託事業者へ提出

ヒアリングシート（必要に
応じてベンダへ依頼）及

び
ネットワーク構成図等を

委託事業者へ提出
現地調査

現地調査報告外部接続拠点とその周辺機器の調
査を実施します

病院からネットワーク図、機器・
回線一覧、端末情報等、調査に
必要な情報をご提供いただく

現地調査

脆弱性診断・調査報告ご提供いただいたIPアドレス等に
対して脆弱性診断を実施します

上記、機器・回線一覧で情報提
供いただく

脆弱性診断

①資料収集・ヒアリング ②現地調査・脆弱性診断 ③レポート提出
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２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業

○医療機関のセキュリティ対策は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、各医療機関が自主的に取組を進めて
きているところである。昨今のサイバー攻撃の増加やサイバー攻撃により長期に診療が停止する事案が発生したことから実施した緊急的な
病院への調査では、自主的な取組だけでは不十分と考えられる結果であった。
○医療機関の医療情報システムがランサムウェアに感染すると、保有するデータ等が暗号化され、電子カルテシステム等が利用できなくなる
ことにより、診療を長時間休止せざるを得なくなることから、医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題となっている。
○医療機関のサイバーセキュリティ対策の徹底を図るべく、医療従事者や経営層等へのセキュリティ対策研修の実施、及び医療機関にお
いてサイバーセキュリティインシデントが発生した際の初動対応支援を実施することを目的とする。

委託先：委託事業（民間事業者）

４ 事業実績
◆ 研修受講者数：約9500人（約9000人）
※ 令和６年度実績

括弧は令和５年度

（１）研修 （２）初動対応支援

医療機関

医療機関

厚
生
労
働
省

委
託
業
者

①サイバーセキュリティ事案報告

④初動対応支援
・エンジニア派遣
・ヒアリング
・助言

⑤初動対応
結果報告

③依頼

対面研修

講師派遣

②初動対応支
援の要否確認

◆ 初動対応支援数：４件（２件）
※令和６年度実績（随契期間含む）
括弧は令和５年度

委託事業
者

受講

Web研修 e-learning

研修実
施

経営層 初学者・
医療従事者

システム・
セキュリティ管理者

階層別研修
※事業の拡充としては、サイバーセキュリティインシデントに備えた、情報セキュリティ担当者向けの実践的演習の追加である。

対面研修 実践的演習

３ 実施主体等
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2021年4月1日

令和8年夏における組織再編について



令和８年度 厚生労働省組織・定員の概要

１．厚生労働省の情報政策機能強化

３．人員体制の整備

■本省内部部局等

・厚生労働分野におけるＤＸの着実な推進のための体制強化 ⇒ 3３人

・創薬力の強化とイノベーション推進のための体制強化 ⇒   １１人

■都道府県労働局
・ハローワークにおける求職者と求人者のマッチング機能強化 ⇒ １９８人 【ハローワーク】

※社会人選考採用におけるハローワーク等の非常勤職員の採用を引き続き積極的に実施

・労働災害防止対策、外国人労働者の労働条件確保対策等の強化
⇒  7０人 【都道府県労働局、労働基準監督署】

令和７年度 令和８年度

末定員 増員等 減員等 差引 末定員

厚労省 32,852 564 ▲477 87※2 32,939
内部部局 4,437 134 ▲51 83 4,520

区分
令和８年度増減内訳※1

※１ 令和８年度増減内訳には、定年引上げの影響を緩和して新規採用数を確保するための
特例的な定員（特例定員）154人（うち内部部局11人）を含まない

※２ 厚労省全体の差引は、雇用調整助成金等対応の時限定員（労働局）の到来減▲100人
を除くと、+187人

「持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進」と「多様な人材の活躍促進」、「全世代型社会保障の構築に向
けた医療・介護・障害福祉分野のＤＸの着実な推進」等を進めていくことが必要であり、以下のような内容が認められた

◆増員等の主な内容

厚生労働省の情報政策機能を強化するため、令和８年夏に情報関係組織の組織再編を行う

＜組織再編の内容＞

・政策統括官（局長級）をＤＸ専任とし、厚生労働分野のＤＸ加速を強力に推進

・政策統括官の下に、参事官４人を設置し、複数部局にまたがるＤＸ関連の重要政策を集約化し、課題解決の迅速化を図る

（１）ＤＸの戦略的な管理・運用のためのＰＭＯ機能、労働情報インフラの整備等

（２）サイバーセキュリティ対策等

（３）マイナ保険証や医療情報の二次利用の更なる推進等

（４）病院情報システムの刷新、医療情報の共有、電子カルテ・電子処方箋の普及推進等

・厚生労働省の情報分野に係る高度の専門的な知識経験を有する「医療・福祉情報特別研究官」（専門スタッフ職）を設置

２．組織体制の整備 （ 主 な も の ）

・ハローワークにおける求職者と求人者のマッチング機能強化のための体制整備 → 職業安定局に「参事官（職業紹介等業務担当）」を設置
・創薬支援対策の拡充のための体制強化 → 医政局に「創薬支援対策室」を設置
・育成就労制度の施行に向けた体制整備 → 人材開発統括官の下に「育成就労業務指導企画官」を設置
・医療分野の生産性向上の促進等のための体制強化 → 医政局に「医療経営改革課」を設置 注）新組織の名称は全て仮称
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厚生労働省の情報政策機能強化

医療DX政策

情報政策の総括機能

注）新組織の名称は全て仮称

サイバーセキュリティ・情報化審議官

参事官（情報政策総括担当）

PMO機能を担うとともに、他の参事官室の総括を行う
（労働情報インフラの整備等を担う労働情報政策管理官も配置）

参事官（情報化推進担当①）

マイナ保険証や医療情報の二次利用の更なる推進を行う

参事官（情報化推進担当②）

病院情報システムの刷新、医療情報の共有、電子カルテ･電子処
方箋の普及推進を行う

医政局（参事官（医療情報担当））

電子カルテ、医療情報の二次利用

医薬局（総務課）

電子処方箋

保険局（医療介護連携政策課保険データ企画室）

マイナ保険証、医療情報の二次利用

大臣官房参事官（情報化担当）

情報政策に係る司令塔機能、PMO機能、
DX政策のとりまとめ

参事官（セキュリティ等担当）

サイバーセキュリティ対策等を行う

政策統括官（情報政策担当）

DX専属職員の最高職責を参事官（課長級）から統括官（局長級）とし、
調整能力を強化する

医療・福祉情報特別研究官（専門スタッフ職）

高度の専門的な知識経験に基づき、極めて重要な政策の企画及び立案
等の支援を行う

大臣官房参事官（サイバーセキュリティ・情報システム管理担当）

サイバーセキュリティ対策等
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